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１ 審査の概要 

この審査は、町長から提出された令和５年度健全化判断比率及び資金不足比率並び

に基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されていることを主眼として実施し

た。 

 

２ 審査の期日 

  令和６年７月３０日（火） 

 

３ 審査の方法 

  審査にあたっては、算定数値の根拠となる積算資料の提出を求めるとともに、担当

職員から各比率の算定方法等について意見を聴取した。 

 

４ 審査の結果 

（１） 総合意見 

審査に付された、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９

４号）第３条の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類並びに同法第２２条の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認める。 

 

  ① 第３条 健全化判断比率                  （単位：％） 

    年度 

比率 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

増 減 

（ﾎﾟｲﾝﾄ） 

早期健全化

基  準 

実 質 赤 字 比 率 － － － － － － １４．０８ 

連結実質赤字比率 － － － － － － １９．０８ 

実質公債費比率 ４．６ ５．３ ５．７ ５．９ ６．３ ０．４ ２５．０ 

将 来 負 担 比 率 － － － － － － ３５０．０ 

注）実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、

「－」で記載している。 

 

    ② 第２２条 資金不足比率                  （単位：％） 

      年 度 

会計名 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

経営健全化 

基  準 

水 道 事 業 特 別 会 計  － － － － － ２０.０ 

下水道事業特別会計  － － － － － ２０.０ 

注）資金不足比率が算定されない場合は、「－」で記載している。 
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（２） 個別意見 

  ① 第３条の規定による健全化判断比率について 

   ア 実質赤字比率 

     実質赤字比率とは、一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する

比率であり、同会計における資金ショートの大きさを示すものである。 

     一般会計等の対象としては、一般会計及び住宅新築資金等事業特別会計及び

土地取得特別会計が該当する。 

     令和５年度の実質赤字比率は、△１１.９５％であり、黒字を示している。早

期健全化基準の１４.０８％を大きく下回っており、実質赤字比率は算定され

ないことを確認した。 

 

   イ 連結実質赤字比率 

     連結実質赤字比率とは、すべての会計における実質収支額及び資金剰余額（あ

るいは不足額）との合計額の標準財政規模に対する比率である。 

     一般会計等と特別会計及び公営企業会計における実質収支と資金収支を合計

することにより、連結全体での経営状況を明らかにするものである。 

令和５年度の連結実質赤字比率は、△２２.１０％であり、赤字は発生してい

ない。早期健全化基準の１９.０８％を大きく下回っており、連結実質赤字比率

は算定されないことを確認した。 

 

   ウ 実質公債費比率 

     実質公債費比率とは、一般会計等が負担する町債の元利償還金及び準元利償 

還金合計額の標準財政規模に対する比率であり、実質的な公債費等がどの程度 

財政負担となっているかを示すものである。ただし、普通交付税算定上、基準

財政需要額に参入される額は控除される。実質公債費比率における会計の範囲 

としては、公営企業、一部事務組合等に係る負担も含まれる。 

     実質公債費比率（過去３か年平均）は、６.３％であり、前年度より０.４ポ

イント上昇したが、早期健全化基準の２５.０％を大きく下回っており、健全で

あるとみなされる。 

 

   エ 将来負担比率 

     将来負担比率とは、一般会計等が将来的に負担する実質債務から充当可能財

源を控除した額の標準財政規模に対する比率である。将来負担比率は算定され

ないことを確認した。 


